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不完全情報下でのマルチエージェント議論で起こりうるエー
ジェントによる議論の弁護の委託を考慮する形式議論理論

蟻坂　竜大1,a) 伊藤孝行1,b)

概要：不完全情報下での議論では、議論エージェントが自身の議論の弁護を行う上で必要な議論を持ち合
わせないということが起こることがあり、その場合別のエージェントに議論の弁護を委託することがある。

そうした弁護の委託が議論エージェントの最終的な議論容認判断に与える影響を形式的に表現する研究は

進んでいない。本発表では、議論の委託を扱う認識的なエージェント間においての議論理論を提案する。

Acceptability Semantics(容認意味論)も考察する。

不完全情報下でのマルチエージェント議論で起こりうるエージェントによる議論
の弁護の委託を考慮する形式議論理論

(version 2019/2/7)

1. はじめに

本発表はおおよそ以前に発表した研究 [1]を日本語訳し

たものである。ただこのセクション中で用いた例が異なる

場合がある。また、形式議論の基礎的な原理は [1]では周

知のものとされているが、ここでは若干の説明も添えてあ

る。まず、Dungの理論 [6]においては、議論はノードと

エッジからなるグラフであり、ノードは argument、エッジ

は攻撃と呼ばれる。理論の目的は、与えられたグラフ中の

どのノードが受け入れられるかをノード間の攻撃関係よ

り推論することであり、その決定に係る基準はいくつかあ

る。議論の acceptability semanticsといった時には、ある基

準に基づいて得られる全ての “ノードの集合”を指す。一番

汎用的であると思われる acceptability semanticsは complete

semanticsであり、その中の最大構成員から成る preferred

semanticsもよく用いられる。complete semanticsの集合の

構成員を列記するための簡便な基準は以下の通りである。

[5]

( 1 ) 各 argumentは受け入れられない、もしくは受け入れら

れる、もしくは未定に分類される。
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( 2 ) argumentに攻撃をする全ての argumentが受け入れら

れないならばその argumentは受け入れられる。逆も

然りである。

( 3 ) argumentに攻撃をする argumentのうち一つでも受け

入れられる argumentがあれば、その argumentは受け

入れられない。逆も然りである。

この基準に沿って受け入れられるに分類される全ての ar-

gument の集合の集合が complete semantics となる。注意

が必要な点は、与えられたグラフ内の全ての argumentが

受け入れられるか、受け入れられないか、に２分される

ことは必然ではなく、どちらか未定となる場合もある。

argument a1, a2が互いに攻撃し合っている場合などであり、

その場合 complete semanticsは {{a1},{a2},{}}となる。空
集合は他の構成員に含まれるため、preferred semanticsは

{{a1},{a2}}となる。前置きは以上となる。
さて、現実の議論ではエージェントが自身の argumentの

弁護を行う上で必要な argumentを持ち合わせていないた

めに他のエージェントに弁護の委託を行うことがある。例

えばであるが、

( 1 ) (e1 社)いくつかの事業に投資をしようと思う。(argu-

ment a1)

( 2 ) (e1 社) しかし、計画性のない事業には投資しない。
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（argument a2)

( 3 ) (e2 社) XXXという事業を計画しています。具体的な

計画は YYYとなり、実現可能です。(argument a3)

といった三つの argumentが提示されているとする。これ

らの argumentまた argumentの間の攻撃の関係は A に示す

通りとなり、a2 は a1 を攻撃し、a3 は a2 を攻撃する。
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現段階で e1 は e2 の事業に関しての知識を持ち合わせない

とする。その場合、e1 社からすると、仮に e2 社の a3 が受

け入れられるとすると、a3 は a2 に対する反論攻撃となり

a1 を弁護する。このため e1 社は e2 社への投資を行うこと

になる。だが、e2 社の計画には不備があるかもしれない。

その場合には e1 は当然 a3 を受け入れず、a2 を主張し、a1

を受け入れない。しかし、どちらであるか e1社は自身で判

別不能であるので、結局用心深く考慮すれば a3を受け入れ

るか受け入れないかを B におけるように a3 に self-attack

を付与することによって未定とするのが賢明な判断とな

る。Dung の complete semantics では a1,a2,a3 のいずれも

受け入れるか入れないか未定となる。

しかし、e1 は e2 の計画が実現可能であるか、つまり a3

に対する反論攻撃、をその事業に精通する業者に委託する

ことができるかもしれない。例えば A が C に示す通り、

e3 社また

( 1 ) (e3 社) e2 社はまず第一に経営破綻の危機に際してお

り、また計画された事業を遂行するのに十分な技術力

がない。(argument a4)

という argumentで拡張されたとする。この場合 e1は e3に

e2 の主張である a3 を反論攻撃できるか尋ねることもでき

る。依頼を受け、受託者である e3 は e1 に a3 は（a4 によ

り)反論攻撃できることを伝え、それにより e1 は a3 を受

け入れられないもの、a2 を受け入れられるものとし、結果

として a1 を受け入れず e2 社に投資しない。

1.1 委託に際する議論の共有の有無

こうした弁護の委託を考慮する場合、委託者が自身の情

報、つまりこの場合自身の議論、を受託者に共有するかど

うかも重要となる。共有する場合、受託者は依頼された弁

護を行う際に自身の議論より多くの情報を用いることが出

来る。そのため、議論の共有は受託者のより正確な判断を

可能とする。一方で、共有された情報を受託者が利用出来

るということは委託者にとっては必ずしも都合の良いもの

ではない。例えば、 C が D に示すように以下の argument:

( 1 ) (e3 社) e1 の社債を投資家に推奨する。(argument a5)

( 2 ) (e3 社) e4 の社債を投資家に推奨する。(argument a6)

( 3 ) (e1 社)我が社の経営状況は非常に悪化している。(ar-

gument a7)

で拡張されたとする。
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ここで e3は e1からの弁護委託に対して a3は反論可能であ

ると報告をするに至ることは共有の有無によらない。しか

し、情報共有の影響を考察すると、e1 が e3 に自身の議論

を共有しない場合には e3 が把握する用いることのできる

ローカル議論は E に示す通りであり、e3 は e1 の経営状況

の悪化を耳にしているものの、裏付けがないのでその情報

を確かなものとすることはできない。そのため、complete

semanticsに従うと e3は e1の社債を推奨しないかもしれな

いが、e4 の社債も e1 の社債との比較で特に強く推奨しな

いかもしれない。情報が共有される場合、その状況は変わ

り、e3の用いるローカル議論は F に示す通りとなり、e1の

経営状況は e3 に明らかとなり、e3 は e1 の社債を推奨しな

い、また e4 の社債を推奨する。

1.2 弁護の伝搬

エージェントは自身のローカル議論の argumentのうち、

自身で弁護できるもの、また受託者が弁護するものも受け

入れることができる。これらの argumentは、そのエージェ

ントへ弁護を委託するエージェントの argumentの弁護に

も使用できる。 G のように C に e4 また以下の argument

を伴う議論を仮定してみたい。

( 1 ) (e4 社)我が社は短期間での建設に特化しているが、資

2ⓒ 2019 Information Processing Society of Japan

Vol.2019-ICS-195 No.15
2019/3/18



情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

本金が十分な会社とのみ契約取引を行う。よって e2と

は取引しない。(argument a8)

( 2 ) (e2 社)我が社は e1 から融資を受けることが既に決定

している。(argument a9)

e4が非共有で弁護を委託するとすると、e4のローカル議論

は H の通りとなる。
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e4 は e2 が本当に融資を受けるのか確かではないので、e1

に a9 に対する反論攻撃、つまり a8 の弁護、を委託する。

依頼を受けた e1は既に e3によって弁護された a2を用いて

a9を攻撃するので、a8が受け入れられることになり、結果

として e4 は e2 と取引しない。

1.3 本論文の目的

不完全情報下であり、その中でエージェント間の inter-

actionが起こるようなマルチエージェント議論では、エー

ジェントの受け入れる argumentの数が弁護の委託を通し

て増加しうる。本論文では委託者−受託者というエージェ
ント間の関係、また情報の共有の有無を考慮する議論理論

を定義し、ミスコミュニケーションを例を通して表現し、

acceptability semanticsをローカル、グローバル共に定義す

る。しかしながら、こういったエージェントの interaction

がややテクニカルであることも踏まえ、本論文では扱う

acceptability semanticsは preferred semanticsに限定する。

2. 背景

A はある抽象存在のクラスとする。構成員は argument

と呼び、aまたは aに subscriptを足したもので参照する。有

限な下集合は Aまたは Aに subscriptを足したもので参照す

る。この subscriptに係る決まりは他のどの集合の構成員を

参照する記号にも適用するものとし、以降特に明示しない。

有限な議論フレームワーク [6]は (A,R)と定められ、Rは

A×Aとする。FDung は全ての有限な議論フレームワーク

の集合とし、その構成員は FDungで参照する. ある (A,R)に

対し、2(A,R)により {(A1,R1) | A1 ⊆ A,R1 ⊆ (R∩(A1×A1))}、
つまり (A,R)の全ての下位議論フレームワークを表す。

任意の FDung ≡ (A,R)について, a1 ∈ Aは a2 ∈ Aを攻撃

する、という表現は (a1,a2) ∈ Rと同義とする。A1 ⊆ Aが

ax ∈ Aを弁護する、という表現は ax を攻撃するいかなる

ay ∈ Aも A1 の少なくとも一つの構成員により攻撃される

ことと同義とする。argumentの集合が argumentの集合を

攻撃する、という表現は前者の集合の構成員が後者の集合

の構成員を攻撃することと同義とする。A1 ⊆ Aは対立し

ない、という表現は A1 が A1 を攻撃しないことと同義とす

る。A1 ⊆ Aが admissibleである、という表現は A1 が対立

しない、かつ全ての構成員を弁護することと同義とする。

A1 ⊆ Aが completeである、という表現は A1 が admissible

で自らが弁護する全ての argumentを含有することと同義

とする。A1 ⊆ A が preferred である、という表現は A1 が

completeで他の completeな集合の厳密な下集合でないこ

とと同義とする。A1 ⊆ Aが groundedである、という表現

は A1 が全ての complete集合の set intersectionであること

と同義とする。

尚、本論文では 22A
という集合が頻繁に参照されるた

め、ESは 22A
を表すものとする。

α は {co,pr,gr} の 構 成 員 と す る 。

D : {co,pr,gr}×FDung → ES は D(α,FDung) が FDung

の全ての completeな集合 (α = co)、全ての preferredな集

合 (α = pr)、全ての groundedな集合 (α = gr)となるもの

と定める。但し、前述のように本論文では α = prの場合

のみ扱う。D(pr,FDung)を preferred semanticsと呼ぶ。

2.1 Abstract agent argumentation (Triple-A)
Triple-A[3]はエージェントの自主性を認識し、エージェ

ントが自身の意味論を他のエージェントの意味論に合わせ

て調整することの表現ができる。形式的には以下の通りと

なる。E をエージェントのクラスとする。その構成員を e

で参照し、その有限な下集合を E で参照する。　

Triple-Aフレームワークは (A,R,E,Src)で表されるとし、

ここで Srcは A → E とする。全ての Triple-Aフレームワー

クから成るクラスはFAAAで表し、その構成員は FAAAで

参照する。FAAA ≡ (A,R,E,Src)また E1 ⊆ E において, AE1

で {a ∈ A | ∃e ∈ E1.Src(a) = e}を表すものとする。E1 ⊆ E

について、a ∈ A\AE1 が AE1 を攻撃することがある。そ

ういった、AE1 には属さないが、ある a ∈ AE1 を攻撃する

argumentは AE1 に対する input argument[3], [4]と呼ばれる。

IE1 は AE1 に対する全ての input argumentで構成されるもの

とする。

2.1.1 Semantics
任 意 の FAAA ≡ (A,R,E,Src) ま た 任 意 の E1 ⊆ E

について, X : 2E ×FAAA → FDung は X (E1,FAAA) =

(AE1 ,R∩ (AE1 ×AE1)) を満たすものとする。FAAA におい

て e ∈ E が把握する議論は以下の三つを合わせて得られる

議論フレームワークとする。(1) X ({e},FAAA). (2) I{e} の

下集合である J{e}. (3) R∩ (J{e}×A{e}). eが把握する FAAA
e

においての e ∈ E のローカル semanticsは以下の要件を満

たす FAAA
e の下位議論フレームワークの集合 Γとする。要

件：全ての Γの構成員の preferred semanticsは FAAA
e の

preferred semanticsと一致する。
各エージェントは自身のローカル semanticsの構成員を自
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身の基準で選ぶ。その基準であるが、unawareなエージェン

トは単にX ({e},FAAA)に基づいて選ぶ。つまり、unaware

エージェントにとっては J{e} は常に /0である。対照的に、

awareエージェントは J{e} が他のエージェントが選ぶロー

カル semanticsに含まれる input argument の全てで構成さ

れる集合とする。そのため、awareエージェントのローカ

ル semanticsは他のエージェントのローカル semanticsに依

存する。

3. 委託者−受託者の関係を擁するマルチエー
ジェント議論理論

S は {relegate,share} を表すものとする。s は S の構成

員を参照する。本論文で提唱するマルチエージェント議

論フレームワークは (A,R,E,Src,B) で表し、Triple-A を

B : E ×E ×Sで拡張する。ここで Bは全ての e ∈ E につい

て (e,e,share) ∈ Bを満たすものとする。F は全てのマル

チエージェント議論フレームワークを含むクラスとし、F

はその構成員を参照するものとする。

定義 1 (使用可能な argument) σ : F × E → 2A は任

意の e1 ∈ E について σ((A,R,E,Src,B),e1) = ∪{A{e2} ⊆
A | (e2,e1,share) ∈ B} を満たすものとする。e1 ∈ E につ

いて、σ((A,R,E,Src,B),e1)は e1が使用可能な議論とする。

以降、σ(F,e)を σF(e)と簡略的に示す。また、他の function

についても同様にこのようなルールを適用するものとし、

特に断りを入れない。

σF(e) が与えられた時にそこに argument をシェアし

たエージェントの集合を得るために、ρ : F × 2A →
2E という function を定め、任意の Ax ⊆ A について

ρ((A,R,E,Src,B),Ax) = {e ∈ E | A{e} ∩Ax ̸= /0}を満たすも
のとする。

定義 2 (受託エージェント) ψ : F × E → 2E は任意の

e1 ∈Eについてψ((A,R,E,Src,B),e1)= {e2 ∈E | (e1,e2,s)∈
B and e1 ̸= e2} を満たすものとする。任意の F ≡
(A,R,E,Src,B) について、e ∈ E と仮定した場合、

(A,R,E,Src,B) において ex ∈ ψF(e) を e の受託エージェ

ントとする。F において eが exにとっての委託エージェン

トであるという表現は F において ex が eの受託エージェ

ントであることと同義とする。

3.1 エージェントモデル

B もしくは E F もしくは H が e1もしくは e3もしくは

e4 の A もしくは D もしくは G においての使用可能な議

論であったことを思い出していただきたい。本論文のエー

ジェントモデルでは、各エージェント eは IσF (e) に属する

全ての argumentに self-attackを足すことによって、σF(e)

にそれらを攻撃する argumentがない場合には、それらから

攻撃を受ける使用可能な議論の argumentが受け入れられ

るか受け入れられないかは eのローカル議論においては、

セクション 1の通りに未決定の状態となると定める。ここ

で (A1,R1)∪ (A2,R2)は (A1 ∪A2,R1 ∪R2)を意味するものと

する。

定義 3 (ローカル議論フレームワーク) I : F ×2A → 2A ×A

は I ((A,R,E,Src,B),Ax) = {(ax,ax) | ax ∈ Ax} for Ax ⊆ A

を満たすものとする。Y : F ×E → 2A ×2A ×A は、

任意の F ≡ (A,R,E,Src,B) また任意の e ∈ E につ

い て, Y F(e) = (Ax,Rx) ∪ X (ρF(σF(e)),(A,R,E,Src))

(X についてはセクション 2 を参照) を満たす

も の と す る 。こ こ で Ax ≡ IρF (σF (e)) ま た Rx ≡
(R ∩ (σF(e) × Ax)) ∪ (R ∩ (Ax × σF(e))) ∪ I F(Ax) とす

る。Y F(e)を F における eのローカル議論フレームワー

クと呼ぶ。

例 1 (ロ ー カ ル 議 論 フ レ ー ム ワ ー ク) D

の 議 論 フ レ ー ム ワ ー ク を F1 と お く 。B1 は∪
i∈{1,2,3}{(ei,ei,share)} ∪ (e1,e3,share) を 指 す も の と

す る 。ま た 、FAAA
1 は (A1,R1,E1,Src1) を 指 す も の

と す る 。こ の と き 、σF1(e3) = {a1,a2,a4,a5,a6,a7},

IρF1 (σF1 (e3))
= {a3}, ま た X (ρF1(σF1(e3)),FAAA

1 ) =

({a1,a2,a4,a5,a6,a7},{(a2,a1),(a5,a6),(a6,a5),(a7,a5)}) と

なる。であるから Y F1(e3) = ({a1,a2,a4,a5,a6,a7}∪{a3},
{(a2,a1),(a5,a6),(a6,a5),(a7,a5)}∪{(a4,a3)}∪{(a3,a4)}∪
{(a3,a3)})となる。

セクション 1では、エージェントは自身の argumentを弁

護の委託によっても受け入れることができること、またそ

うして間接的に弁護された argumentを用いて自身を含む

他のエージェントの argumentの弁護を行うことができる

ことにも触れた。ここで、その詳細を形式的にまとめる。

3.2 拡張 preferred集合
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I の議論フレームワークを F2 ≡ (A2,R2,E2,Src2,B2) で指

す。B2 ≡
∪

i∈{1,2,4}(ei,ei,share)∪ (e4,e1, relegate) とし、e4

は e1 に議論弁護を委託する、と仮定する。
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ここで、仮に受託者が自身のローカル議論フレームワー

クの内のいずれの argumentをも用いて委託者の議論弁護

を行うことができるとすると、e1 は a2 があるため、a9 を

攻撃できると報告すればよいだけだが、e1 自身が Y F2(e1)

において a2 は a3 ∈ I{e1} からの攻撃により弁護されないと

わかっているので、その判断は合理的でない。

そのため、エージェントが委託エージェントの弁護に使

用できる argumentの集合は弁護されたもの、とりわけ、本

論文では preferred semanticsのみを扱っているので、最大

限に弁護されたものであるべきである。

ではあるが、Dung による弁護の定義 (セクション

２参照) は本論文の趣旨に沿ってみれば若干限定さ

れすぎるきらいもある。 G の議論フレームワーク

を F3 ≡ (A3,R3,E3,Src3,B3) を指すことにする。B3 ≡∪
1≤i≤4{(ei,ei,share)} ∪ {(e1,e3, relegate),(e4,e1, relegate)}
とすると、e1 の a2 は、a2 を攻撃する唯一の argumentが

A{e3} 内で最大限弁護された集合の構成員である a4 により

攻撃されるために、e1 の受託者である e3 により弁護され

る。しかし、a4 ̸∈ Y F3(e1)が成り立つため、F3における e1

のローカル議論フレームワークにおいては a2 は Dungの

弁護の定義によっては弁護されない。よって、その制約を

緩めることが必要になる。

定義 4 (条件付き弁護)任意の F ≡ (A,R,E,Src,B)また任意

の A1 ⊆ Aにおいて, A1 ⊆ Aは A2 ⊆ A1 が弁護されるとい

う前提で弁護される、というとき、以下の二つの条件が満

たされることと同義とする。(1) 全ての A1 を攻撃するが

A2 は攻撃しない ay ∈ Aは A1 により攻撃される。(2) A1 が

A3 ⊆ A1 が弁護される前提で弁護されるとき、A3 は A2 の

厳密な下集合でない。

A1は A2 ⊆ A1が弁護される前提で弁護されるとき、必ず A2

が Dungによる定義で弁護されるという前提で、つまり A2

を攻撃する argumentが全て攻撃されるという前提で、A1は

Dungによる定義で弁護される。例えば、F3 内の {a3,a9}
は {a3}が弁護される前提で弁護される。仮に A1 が Dung

の定義で弁護されるならば、A1は /0が弁護されるという前

提で弁護される。条件付き弁護を用いて以下を定める。

定義 5 (拡張 preferred集合)任意の F ≡ (A,R,E,Src,B)にお

いて, Ax ⊆ Aは e ∈ E にとっての拡張 preferred集合となる、

という表現は以下の条件が満たされることと同義とする。

• Ax ⊆ σF(e) (Cover)
• Ax は対立しない。(Conflict-freeness)
• 以下を満たすような Az ∈ D(pr,Y F(e))が存在する。

– Az ⊆ Ax (Extension).
– Ax の厳密な上集合でなおかつ対立しない Ay ⊆ σF(e)

が対立せずかつ Au ⊆ (Ax\Az)が弁護される前提で弁

護されることはない。(Maximality).

定理 1任意の F ≡ (A,R,E,Src,B)、任意の e ∈ E、また任意

の Ax ∈ D(pr,Y F(e))について、Ax は eの拡張 preferred集

合である。

3.3 拡張 preferred集合の拡大
セクション 1.2 では議論の弁護が起こるにつれてエー

ジェントのローカル議論フレームワーク中で弁護される ar-

gumentが増えることを観察した。現段階で、既にどのロー

カル議論フレームワーク中の argument集合が拡張 preferred

集合であるか判るわけだが、それに加えてどういう仕組み

で小さな拡張 preferred集合が拡大するのかも定義する必要

がある。

定義 6 (ポジション) IESは E ×ES (indexed ES)を指すもの

とする。Φは 2IESを指すものとする。Φの構成員は Σで参
照する。任意の F ≡ (A,R,E,Src,B)について、Σ ∈ ΦはF

においてのポジションである、ということは全ての ex ∈ E

について、Γx ∈ ESが ex の拡張 prefrred集合の集合である

場合には (ex,Γx)を含むが、それ以外は含まない集合とす

る。Σが F においての初期ポジションである、というこ

とは
∪

e∈E{(e,D(pr,Y F(e)))}= Σが満たされることと同義
であるとする。

ς : E ×Φ → ESは、以下を満たすものとする。ς(e,Σ) = Γ
が成り立つ時 (e,Γ) ∈ Σが成り立ち、逆も然りである。任
意の F ≡ (A,R,E,Src,B)、任意の F においてのポジション

Σまた任意の e ∈ E について、ς(e,Σ)を eの Σにおけるコ
レクションと呼ぶ。

Φ′ を以下の要件を満たす Φ のサブクラスとする。要
件:ς(e,Σ)が Σで起こる全ての e ∈ E についてシングルト

ンセットとなる Σ ∈ Φを Φ′ は全て含むが、それ以外は含

まない。

pickOne : E × Φ × Φ′ は、pickOne(E,Σ,Σ′) が、Σ′ が Σ
で起こる全ての e ∈ E、またある Ax ∈ ς(e,Σ) について
(e,{Ax})を含むがそれ以外を含まないものとする。任意の
F ≡ (A,R,E,Src,B)また任意の e ∈ E について、Σ′ は F 内

のポジション Σにおける eの受託者の補助集合である、と

いうことは pickOne(ψF (e),Σ,Σ′)が満たされることと同義

とする。

例 と し て 、 J の 議 論 フ レ ー ム ワ ー ク F4 を 考

え て み る 。 ei ̸= e j、(e3,e1, relegate) ∈ B4 ま た

(e3,e2, relegate) ̸∈ B4 となる任意の ei,e j ∈ {e1,e2,e3}
について (ei,e j,share) ̸∈ B4 と仮定する。F4 の初期ポジ

ション Σ0 は {(e1,{{a1}}),(e2,{{a3}}),(e3,{ /0})} となる。
また、ψF4(e3) = {e1}であり、e3 の受託エージェントの Σ0

内の補助集合は {(e1,{{a1}})}となる。ここではこれが唯
一の補助集合となっている。

各ポジション Σにおいて、エージェント eは ς(e,Σ)とい
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うコレクションをもつ。議論弁護により、eが Ax ∈ ς(e,Σ)
を Ax ⊆ Ay を満たすように Ay に拡張することができる場

合がある。その場合、Ay は Σと、とりわけ、eの受託エー

ジェントのうちの少なくとも一エージェントのそのポジ

ションにおける補助集合との一貫性を保たなければなら

ない。

定義 7 (一貫的な拡張 preferred集合の拡大) ξ : F ×E ×Φ×
2A が F ≡ (A,R,E,Src,B), Σを F におけるポジション、ま

た e ∈ E とした場合に ξ (F,e,Σ,Ax)を満たす、ということ

は以下の条件が満たされることと同義とする。

( 1 ) Ax は eの拡張 preferred集合である。

( 2 ) ある Az ∈ ς(e,Σ)また Σ′ は、まず pickOne(ψF(e),Σ,Σ′)

を満たし、更に以下の条件も満たす。

( a ) Az ⊆ Ax (Extension).
( b ) Ax が Ac ⊆ Ax が弁護されるという前提で弁護され

るならば、Ac を攻撃する各 a ∈ Aは, ex ∈ ψF (e)と

した場合、Av ∈ ς(ex,Σ′)によって攻撃される。(Out-
sourced defence)

( c ) (Ax\Az)∩σF (ex) ̸= /0を満たす任意の ex ∈ ψF (e)に

ついて、Aw ∈ ς(ex,Σ′)は Aw ∪ (Ax\Az)が対立しない

ような集合とする。(Share-consistency)
F においてのポジション Σにおいて、Axが一貫的拡張であ

る、ということは ξ (F,e,Σ,Ax)が満たされることと同義で

ある、と定める。

(Outsourced defence)の条件に基づき, eの一貫的拡張に含

まれる argumentは e自身によって弁護されない場合には

ψF(e)により弁護される。(share-consistency)に関しての
説明として、eが使用可能な argumentの集合内の構成員が

ex ∈ ψF(e)にも使用可能、つまり σF(e)∩σF(ex) ̸= /0が成

り立ち、更にある補助集合 Σ′によって eがポジション Σ内
で一貫的拡張である Axを得る時、Axが Az ∈ ς(e,Σ)よりも
重複する argumentを含むことによって厳密に大きい集合な

らば、exにとっては、その新しく追加された argumentの集

合と Aw ∈ ς(ex,Σ′) の間で対立が起こっているべきではな

い。何故ならば、もし対立が起こっているとすると、補助

集合である Σ′で起こる ex がその argumentの集合によって

拡張を行うことを許容しないからである。次を定義する。

定義 8 (関連関係) τ : ES → ES は τ(Γ) = {Ax ∈ Γ | Ax ⊂
Ay となる Ay ∈ Γはない。}を満たすものとする。↪→: F ×
Φ×Φは、任意の F ≡ (A,R,E,Src,B)について、(F,Σ1,Σ2)∈
↪→((Σ1,Σ2) ∈↪→F もしくは Σ1 ↪→F Σ2 とも表記される)が成

り立つ場合には必ず以下の条件を満たすものとする。

( 1 ) Σ1 また Σ2 はF におけるポジションであり Σ1 ̸= Σ2 を

満たす。 (No reflexivity).
( 2 ) 以下を満たす e ∈ E が存在する。

( a ) 任意の ex ∈ E\{e} また任意の Γx ∈ ES について、

(ex,Γx) ∈ Σ1 が成り立つことは (ex,Γx) ∈ Σ2 が成り

立つことと同義である。 (Minimal change).
( b ) ς(e,Σ1) = τ({Ax | ξ (F,e,Σ1,Ax)})。(Maximal consis-

tent expansion).

これによって以下のように F で本論文が必要とするポジ

ションを定めることができる。

定義 9 (関連ポジション) F においてのポジション Σが関連
する、という表現は Σが F においての初期ポジション Σ0

であるかもしくは (Σ0,Σ) ∈ (↪→F)+ である場合と定める。

　ここで (↪→F)+ は ↪→F の transitive closureとする。

3.4 ローカルまたグローバル semantics
Triple-Aに基づき、各エージェントは自身の argumentを

関連ポジションで受け入れる。

定義 10 (ローカル semantics) Local : F ×Φ× E → ES は

Local((A,R,E,Src,B),Σ,e) = {Ax ⊆ A | ∃Ay ∈ ς(e,Σ).Ax =

A{e}∩Ay}を満たすものとする。任意のF ≡ (A,R,E,Src,B)、

　任意の F においての関連ポジション Σまた任意の e ∈ E

について、LocalF(Γ,e)は eの F のポジション Σにおいて
のローカル preferred semanticsとする。

例 2 (ローカル semantics)この例ではどのように情報の共
有が十分でないときにエージェントの argument受け入れ

の判断が、ローカルでは何の問題もない場合であっても全

体としては矛盾する可能性があるのかを示す。 J の F4 を

考えてみよう。

( 1 ) B4 が (e3,e1,share),(e3,e2,share) ま た e1,e2,e3 の

refexive な 共 有 を 含 む が 、そ れ 以 外 を 含 ま な

い場合を仮定する。e3 の受託者らの補助集合

は Σ′ : {(e1,{{a1,a5}}),(e2,{{a3,a6}})} で あ り 、
Σ0 = {(e1,{{a1,a5}}),(e2,{{a3,a6}}),(e3,{ /0})} で あ
る。ξ (F4,e3,Σ0,Ax) となる全ての Ax を考察しよ

う。すると、{a5} は Ax となりうる、というのも、

{a5} は /0 よりも大きく、その攻撃者である a2 は

{a1} ∈ ς(e1,Σ′) により攻撃され、なおかつ {a1,a5}
また {a3,a5,a6} のどちらも対立を含まないからであ
る。{a6} や {a5,a6} についても同様である。よって、
Σ1 ≡ {(e1,{{a1,a5}}),(e2,{{a3,a6}}),(e3,{{a5,a6}})}
とすれば、(Maximal consistent expansion) により
Σ0 ↪→F4 Σ1 が成り立つ。LocalF4(Σ1,e3) = {{a5,a6}} も
成り立つ。ここで、e1 は a5 が弁護されることを e3 に

伝え、e2 も a6 が弁護されることを e3 に伝えている訳

であるから、両者ともローカル議論で知りうる限り最

善を尽くして e3 の議論を弁護を行なっている。しか

し、いかなる Az ∈ D(pr,(A4,R4))も {a5,a6} ⊆ Az を満

たさない訳であるから、この相違は、不完全情報下で

の正確な情報伝播の限界を示している。

( 2 ) そ の 根 拠 と し て 、更 に (e1,e2,share) ∈ B4 を 仮
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定した場合、そのような情報欠如によるミス

コミュニケーションは起こらない。まず Σ0 =

{(e1,{{a1,a5}}),(e2,{{a1,a4,a5},{a2,a3,a6}}),(e3,{ /0})}
であり、e3 に対しては二つの以下の補助集合があ

る 。Σ′
1 : {(e1,{{a1,a5}}),(e2,{{a1,a4,a5}})} ま た

Σ′
2 : {(e1,{{a1,a5}}),(e2,{{a2,a3,a6}})}。 ここで、e2

は補助集合が Σ′
1 の場合には {a1,a4,a5,a6} の対立に

気づき、補助集合が Σ′
2 の場合には {a2,a3,a5,a6} の

対立に気づくので、ξ (F4,e3,Σ0,{a5,a6}) は成立し得
ない。一方、Σ′

1 によって ξ (F4,e3,Σ0,{a5}) が、また
Σ′

2 によって ξ (F4,e3,Σ0,{a6}) が成り立つ。よって、
Σ1 ≡ {(e1,{{a1,a5}}),(e2,{{a1,a4,a5},{a2,a3,a6}}),
(e3,{{a5},{a6}})} と す る と 、Σ0 ↪→F4 Σ1 が 成 り

立つ。であるから、e3 のローカル semantics は

LocalF4(Σ1,e3) = {{a5},{a6}}を満たす。

グローバル semantics がローカル semantics を網羅的に組

み合わせたものであるとすると、その定義は以下の通りと

なる。

定 義 11 (網 羅 的 グ ロ ー バ ル semantics)
⊗ : Φ → 2Φ′

を ⊗({(e1,Γ1), . . . ,(en,Γn)}) =

{{(e1,{A1}), . . . ,(en,{An})} | Ai ∈ Γi for 1 ≤ i ≤ n} を
満たすものとする。

Global : F ×Φ→ 2Φ′
をGlobal((A,R,{e1, . . . ,en},Src,B),Σ)=

⊗({(e1,Local
F(Σ,e1)), . . . ,(en,Local

F(Σ,en))})
を 満 た す も の と す る 。任 意 の F ≡
(A,R,E,Src,B) また任意の F においての関連ポジ

ション Σにおいて GlobalF(Σ)を F の Σにおけるグローバ
ル preferred semanticsとする。

(e1,e2,share),(e2,e1,share) ∈ Bが成り立つ場合にエージェ

ントの同調を認めることも考えられる [1]が、本論文では

割愛する。

Dung preferred semantics と提唱した理論のローカル pre-

ferred semanticsの比較として、以下が成り立つ。

定理 2 (比較)任意の F ≡ (A,R,E,Src,B)について、E1 ⊆ E

の場合 (IE1)
+ が AE1 に対する全ての input argumentの　　

集合、その集合に対する全ての input argumentの集合、また

その集合に対する全ての input argumentの集合 ad infinitum.

でなる集合とする。任意の e ∈ E また任意の F においての

関連ポジション Σにおいて、仮に (I{e})
+ ⊆ σF(e)であるな

らば、必ず LocalF(Σ,e) = {Ax ⊆ A | ∃Ay ∈ D(pr,(A,R)).Ax =

Ay ∩A{e}}が成り立つ. この結果はしかし (I{e})
+ ̸⊆ σF(e)

が成り立たない場合には一般に拡張しない。

4. 帰結

本論文では委託者−受託者のエージェント間関係、また
エージェントの不完全情報を考慮する議論理論を提案し、
弁護の委託を表現した。弁護が委託される場面は現実社会

では多々あり、また情報も不完全であることの方が多い [7]
ことを踏まえると、提唱理論に関してより一層の研究が期
待できると考えられる。

関連研究 Input argumentに関しては [4]で詳細に論じられ
ている。エージェントのローカル議論に semanticsを相対
化するような研究は政党同盟 [2]でも論じられているし、
Triple-A [3]でも取り上げた。後者では、エージェントは自
主的に input argumentが受け入れられるかを決定し、その
上で自身のローカル semanticsを算出する。unaware エー
ジェント、awareエージェント共に考慮された。対して、本
論文では用心深いエージェントを考慮した。
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